
武蔵村山市の空家等対策の経過について 

 

【空家等対策に関する主な取り組み】 

市民等からの空き家に関する通報等を受け、現地を確認し、空き家所有者への

管理通知を行い、適正な管理を促す。 

  また、空き家セミナー・個別相談会を実施 １回～２回/年 

R4 空家等実態調査 

R6.3 

武蔵村山市空家等対策計画策定 

空き家総合相談窓口の開設 

（NPO法人空家・空地管理センターと協事業力協定を締結） 

R7.9 武蔵村山市空家等マッチング支援事業開始 

R7.12 武蔵村山市空家等対策協議会設置要綱制定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 

■空き家の分布状況 

令和４年度実施空き家実態調査 

空き家 



【市民等からの空き家に関する通報件数】（重複含む） 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

件数 38 20 45 48 57 53 

※R7は１1月末時点 
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空家等対策協議会に

意見聴取した上で市

が認定 

改善 
されない 

措置を 
とらない 

今後の取組 

 

【継 続】 

・ 現地確認・管理依頼通知・関係人調査 

・ 空き家マッチング支援事業 

 

【新 規】 

・ 管理不全空家等及び特定空家等の認定・措置の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
管理不全空家
等に認定 

指導 勧告 
近隣へ悪影響を及ぼす

場合、特定空家等へ 

空家等の管理不全

な部分の改善 
固定資産税の住宅用地

特例の解除 


